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は
じ
め
に

　
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
と
も
な
う
国
際
的
な
人
の
移
動
が
活
発
化

す
る
な
か
、
近
年
、
日
本
を
生
活
の
拠
点
と
し
て
家
族
を
築
き
、
子
ど

も
を
育
て
て
い
る
「
定
住
外
国
人
」
が
急
速
に
増
え
て
き
て
い
る
。
彼

ら
は
日
本
社
会
の
構
成
員
と
し
て
重
要
な
労
働
力
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
多
く
は
不
安
定
な
雇
用
、
社
会
保
険
の
未
加
入
、
住
居
問
題
、
不

十
分
な
日
本
語
習
得
、
子
ど
も
の
教
育
の
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
な
ど
、
多

く
の
社
会
権
保
障
に
関
す
る
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題

は
、
外
国
人
が
日
本
社
会
に
適
応
す
る
た
め
の
政
府
に
よ
る
支
援
策

が
、
系
統
的
か
つ
具
体
的
に
行
な
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
外
国
人
が
日
本
で
生
活
す
る

た
め
に
必
要
な
日
本
語
の
習
得
、
就
労
機
会
の
確
保
、
子
ど
も
の
教
育

保
障
な
ど
に
つ
い
て
、
外
国
人
の
自
助
努
力
ま
た
は
民
間
団
体
の
自
主

的
な
努
力
の
み
に
任
せ
た
結
果
、
以
上
の
問
題
が
生
じ
た
と
い
え
る
。

　
こ
れ
ら
日
本
社
会
の
生
活
に
う
ま
く
適
応
で
き
な
い
ま
ま
日
本
に
定

住
し
て
い
る
外
国
人
お
よ
び
そ
の
家
族
を
、
日
本
社
会
に
統
合
す
る
た

め
に
必
要
な
諸
政
策
お
よ
び
法
整
備
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
日
本
政

府
が
比
較
的
積
極
的
に
社
会
統
合
支
援
を
行
っ
た
事
例
と
し
て
、
中
国

「
残
留
邦
人
」
な
い
し
中
国
帰
国
者
に
対
す
る
定
着
自
立
支
援
の
諸
施

策
を
検
討
す
る
こ
と
は
十
分
に
意
義
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
ま
ず
、
本
稿
が
対
象
と
す
る
中
国
「
残

留
邦
人
」
お
よ
び
中
国
帰
国
者
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
背
景
と
用
語

説
明
を
行
い
（
Ⅰ
）、
次
に
、
日
本
政
府
に
よ
る
中
国
「
残
留
邦
人
」

な
い
し
中
国
帰
国
者
に
対
す
る
支
援
体
制
を
概
観
す
る
（
Ⅱ
）。
そ
の

上
で
、
家
族
を
含
む
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
永
住
帰
国
に
際
し
て
の
支

援
を
検
討
し
（
Ⅲ
）、
日
本
に
お
け
る
定
住
外
国
人
の
社
会
統
合
政
策

の
参
考
と
し
て
、
中
国
帰
国
者
の
日
本
社
会
へ
の
定
着
自
立
に
関
す
る

支
援
の
現
状
と
課
題
（
Ⅳ
）
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

Ⅰ
．
中
国
「
残
留
邦
人
」
に
つ
い
て

　
１
．
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
歴
史
的
背
景

   
戦
前
期
の
中
国
大
陸
に
は
七
〇
〇
万
人
の
日
本
人
が
い
た
と
い
わ

れ
、
そ
の
多
く
は
軍
人
軍
属
で
あ
っ
た
が
、「
満
州 

」
を
中
心
と
し

て
二
〇
〇
万
人
を
下
ら
な
い
民
間
人
も
居
住
し
て
い 

。
一
九
四
五
年

（
昭
和
二
〇
年
）
当
時
、
満
州
に
派
遣
さ
れ
た
開
拓
団
を
含
む
一
五
五

万
人
の
日
本
人
が
在
住
し
て
い
た
と
い 

。
同
年
八
月
の
ソ
連
軍
に
よ

る
満
州
へ
の
侵
攻
に
と
も
な
い
、
壮
年
男
子
は
戦
力
補
充
の
た
め
に
召

集
さ
れ
、
日
本
軍
と
と
も
に
南
方
戦
線
へ
と
撤
退
し
て
い
っ 

。
残
さ

れ
た
老
幼
婦
女
子
は
戦
乱
の
な
か
で
逃
避
行
を
開
始
し
た
が
、
ソ
連
軍

に
よ
る
攻
撃
を
受
け
て
、
ま
た
は
、
避
難
の
道
中
や
約
一
年
間
に
及
ぶ

避
難
所
生
活
で
の
飢
餓
や
寒
さ
、
疾
病
、
あ
る
い
は
日
本
軍
の
支
配
に

対
す
る
報
復
に
出
た
現
地
民
の
襲
撃
等
に
よ
り
多
く
の
者
が
命
を
落
と

し
、
な
か
に
は
集
団
自
決
で
命
を
絶
っ
た
者
も
い 

。

　
こ
う
し
た
戦
乱
の
な
か
で
、
肉
親
と
離
別
し
孤
児
と
な
っ
て
中
国
人

（
１
）国

（
２
）た

（
３
）う

（
４
）た

（
５
）た

一
二
六

筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）



に
助
け
ら
れ
た
り
（
い
わ
ゆ
る
「
中
国
残
留
孤
児
」）、
幼
い
子
ど
も
の

命
を
守
る
た
め
や
生
き
抜
く
た
め
に
中
国
人
の
妻
と
な
っ
た
り
し
て

（
い
わ
ゆ
る
「
中
国
残
留
婦
人
」）、
や
む
を
得
ず
中
国
に
長
年
残
留
す

る
こ
と
に
な
っ
た
者
を
総
称
し
て
「
中
国
残
留
邦
人
」
と
い 

。「
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
六
年
四
月
六
日
法
律
第
三
十
号
）（
以
下
、

「
中
国
残
留
邦
人
等
の
帰
国
促
進
及
び
自
立
支
援
法
」
と
い
う
。）
の
定

義
に
よ
る
と
、「
中
国
残
留
邦
人
等
」
と
は
、「
中
国
の
地
域
に
お
け
る

昭
和
二
十
年
八
月
九
日
以
後
の
混
乱
等
の
状
況
の
下
で
本
邦
に
引
き
揚

げ
る
こ
と
な
く
同
年
九
月
二
日
以
前
か
ら
引
き
続
き
中
国
の
地
域
に
居

住
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
同
日
に
お
い
て
日
本
国
民
と
し
て
本
邦
に

本
籍
を
有
し
て
い
た
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
者
を
両
親
と
し
て
同
月
三
日

以
後
中
国
の
地
域
で
出
生
し
、
引
き
続
き
中
国
の
地
域
に
居
住
し
て
い

る
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
に
準
ず
る
事
情
に
あ
る
も
の
と
し
て
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
者
」（
第
二
条
一
項
）、
ま
た
は
、「
中
国
の
地
域
以

外
の
地
域
に
お
い
て
前
号
に
規
定
す
る
者
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
も
の

と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」（
第
二
条
一
項
）
で
あ 

。

　
2
．
中
国
「
残
留
邦
人
」
と
中
国
帰
国
者

　
　（
１
）
中
国
「
残
留
孤
児
」

　
中
国
「
残
留
邦
人
」
で
あ
る
中
国
「
残
留
孤 

」
に
つ
い
て
、（
旧
）

厚
生
省
（
現
在
の
厚
生
労
働
省
）
は
、
①
戸
籍
の
有
無
に
か
か
わ
ら

（
６
）う

（
７
）る

（
８
）児

ず
、
日
本
人
を
両
親
と
し
て
出
生
し
た
者
で
あ
る
こ
と
、
②
中
国
東
北

地
区
等
で
、
一
九
四
五
年
八
月
九
日
（
ソ
連
参
戦
の
日
）
以
降
の
混
乱

に
よ
り
、
保
護
者
と
生
別
ま
た
は
死
別
し
た
者
で
あ
る
こ
と
、
③
当
時

の
年
齢
が
概
ね
一
三
歳
未
満
の
者
で
あ
る
こ
と
、
④
本
人
が
自
己
の
身

元
を
知
ら
な
い
者
で
あ
る
こ
と
、
⑤
当
時
か
ら
引
き
続
き
中
国
に
残
留

し
成
長
し
た
者
で
あ
る
こ
と
、
と
定
義
し
て
い 

。
そ
し
て
、（
旧
）

厚
生
省
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
中
国
「
残
留
孤
児
」
の

多
く
が
身
元
未
判
明
者
で
あ
る
た
め
、
日
本
へ
の
帰
国
手
段
が
失
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
肉
親
探
し
の
た
め
の
訪
日
調
査
を
行
な
っ
て

き 

。

　
日
本
の
敗
戦
直
後
の
混
乱
状
態
の
な
か
で
親
な
ど
と
離
別
し
、
中
国

に
残
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
日
本
人
孤
児
は
、
そ
の
発
生
の
状
況
か
ら

次
の
四
パ
タ
ー
ン
に
分
け
ら
れ 

。

①
ソ
連
の
攻
撃
か
ら
逃
避
し
て
日
本
へ
帰
る
た
め
の
集
合
地
へ
と
向
か

う
恐
怖
と
飢
え
と
疲
労
続
き
の
逃
避
行
中
で
、
ま
た
は
、
逃
避
行
半

ば
で
捕
ら
え
ら
れ
て
中
国
や
ソ
連
が
管
理
す
る
厳
し
い
状
況
に
あ
っ

た
収
容
所
な
ど
で
、
親
の
死
亡
に
と
も
な
っ
て
孤
児
と
な
っ
た
者
。

②
極
限
状
況
下
で
の
逃
避
行
中
で
、
子
ど
も
の
命
を
救
う
た
め
に
中
国

人
に
自
分
の
子
を
預
け
た
方
が
良
い
と
判
断
し
て
、
逃
避
行
中
に
手

放
さ
れ
中
国
人
に
預
け
ら
れ
た
孤
児
。

③
収
容
所
な
ど
で
さ
ら
わ
れ
、
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
孤
児
。

④
足
手
ま
と
い
で
手
離
さ
れ
、
ま
た
は
、
食
料
や
金
銭
と
交
換
さ
れ
る

（
９
）る

（
　
）
１０た

（
　
）
１１る

一
二
七

中
国
帰
国
者
の
日
本
社
会
へ
の
定
着
支
援
の
現
状
と
課
題
（
付
）



な
ど
し
て
、
残
留
す
る
こ
と
と
な
っ
た
孤
児
。

　
　（
２
）
中
国
「
残
留
婦
人
」

　
日
本
の
敗
戦
当
時
、
自
分
自
身
が
生
き
延
び
る
た
め
に
、
ま
た
当
時

の
肉
親
や
家
族
が
生
き
延
び
る
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
現
地
中
国
人
の

妻
に
な
っ
た
者
た
ち
が
、
い
わ
ゆ
る
中
国
「
残
留
婦 

」
で
あ
る
。

（
旧
）
厚
生
省
は
、
中
国
「
残
留
婦
人
」
に
つ
い
て
中
国
「
残
留
孤
児
」

の
よ
う
な
定
義
を
示
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
中
国
「
残
留
婦
人
」
と

は
、
中
国
「
残
留
孤
児
」
に
対
比
す
る
呼
び
名
で
あ 

、
中
国
「
残
留

孤
児
」
に
該
当
し
な
い
者
の
総
称
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
中
国

「
残
留
婦
人
」
と
さ
れ
る
者
の
大
半
は
、
一
九
四
五
年
八
月
の
終
戦
当

時
、
概
ね
満
一
三
歳
以
上
だ
っ
た
女
性
た
ち
で
あ
っ 

。

　
中
国
「
残
留
婦
人
」
の
存
在
は
、
長
い
間
中
国
「
残
留
孤
児
」
の
影

に
隠
れ
、
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
日
本
へ
の
帰
国
に
つ

い
て
は
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
終
戦
当
時
一

三
歳
以
上
の
「
婦
人
」
た
ち
は
、
自
ら
の
意
思
判
断
で
中
国
に
と
ど
ま

り
、
中
国
人
と
国
際
結
婚
し
て
中
国
に
残
る
こ
と
を
選
択
し
、
ま
た
、

日
本
国
内
の
親
族
の
同
意
が
あ
れ
ば
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

日
本
政
府
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
中
国
「
残
留
婦
人
」
は
、
日
本
へ
の
帰

国
の
た
め
の
援
助
を
長
ら
く
受
け
ら
れ
ず
に
い
た
の
で
あ 

。

（
　
）
１２人

（
　
）
１３り（

　
）
１４た

（
　
）
１５る

　
　（
３
）
中
国
帰
国
者

　
中
国
帰
国
者
と
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
中
国
か
ら
日
本
に
帰
国

し
て
き
た
中
国
「
残
留
孤
児
」
や
中
国
「
残
留
婦
人
」
と
そ
の
家
族
の

こ
と
で
あ 

。
す
な
わ
ち
、「
中
国
帰
国
者
」
と
は
、
中
国
か
ら
日
本

に
永
住
帰
国
し
た
中
国
「
残
留
孤
児
」
や
中
国
「
残
留
婦
人
」
本
人
、

そ
の
養
父
母
、
配
偶
者
、
お
よ
び
子
ど
も
世
代
の
二
世
や
孫
世
帯
の
三

世
を
含
む
全
家
族
の
こ
と
を
い
う
。

　
中
国
「
残
留
邦
人
」
問
題
と
中
国
帰
国
者
問
題
と
は
、
一
見
す
る
と

同
一
の
問
題
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
両
者
は
異
な
る
論
点
を
含
む

問
題
で
あ
る
。
前
者
の
中
国
「
残
留
邦
人
」
問
題
は
、
主
に
「
残
留
」

問
題
へ
の
対
応
、
つ
ま
り
、「
残
留
孤
児
」
の
養
父
母
の
養
育
費
問
題

や
、「
残
留
邦
人
」
の
一
時
帰
国
問
題
お
よ
び
永
住
帰
国
の
問
題
が
論

点
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
中
国
帰
国
者
問
題
は
、
主
に
永

住
帰
国
後
の
中
国
帰
国
者
に
対
す
る
日
本
社
会
へ
の
定
着
自
立
支
援
が

議
論
の
中
心
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
以
下
、
中
国
「
残

留
邦
人
」
問
題
と
中
国
帰
国
者
問
題
と
の
違
い
を
念
頭
に
お
い
て
考
察

を
進
め
る
。

Ⅱ
．
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
帰
国
促
進
と
受
け
入
れ
体
制

　
１
．
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
帰
国
お
よ
び
定
着
支
援

　
厚
生
労
働
省
は
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
に
対
し
、「
一
時
帰
国
援

護
」、「
永
住
帰
国
援
護
」、「
定
着
・
自
立
援
護
」
を
行
な
っ
て
い
る
。

（
　
）
１６る
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ま
ず
、「
一
時
帰
国
援
護
」
と
は
、「
日
本
へ
の
永
住
帰
国
は
望
ま
な

い
が
、
墓
参
や
親
族
訪
問
等
を
希
望
す
る
場
合
は
、
毎
年
一
時
帰
国
す

る
こ
と
」、
ま
た
、「
在
日
親
族
に
よ
る
受
入
れ
困
難
な
場
合
や
、
身
元

未
判
明
の
孤
児
の
場
合
は
、（
財
）
中
国
残
留
孤
児
援
護
基
金
に
委
託

し
実
施
し
て
い
る
集
団
一
時
帰
国
に
参
加
」
し
て
毎
年
一
時
帰
国
が
で

き
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
を
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
一
時
帰
国
」
と

は
、「
親
族
の
訪
問
、
墓
参
り
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
目

的
で
本
邦
に
短
期
間
滞
在
す
る
た
め
に
本
邦
に
帰
国
す
る
こ
と
を
い

う
」（
帰
国
残
留
邦
人
等
の
帰
国
促
進
及
び
自
立
支
援
法
第
二
条
四

項
）。

　
次
に
、「
永
住
帰
国
援
護
」
と
は
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
が
日
本
へ

の
永
住
を
望
む
場
合
に
、
永
住
帰
国
す
る
よ
う
援
助
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
で
い
う
「
永
住
帰
国
」
と
は
、「
本
邦
に
永
住
す
る
目
的
で

本
邦
に
帰
国
す
る
こ
と
を
い
う
」（
同
法
第
二
条
三
項
）。

　
そ
し
て
、「
定
着
・
自
立
援
護
」
と
は
、
中
国
残
留
邦
人
が
「
長
年

中
国
な
ど
の
異
文
化
の
な
か
で
生
活
し
て
き
て
い
る
た
め
、
日
本
に
永

住
帰
国
し
、
定
着
自
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
言
葉
、
生
活
習
慣
、
就

労
等
の
面
で
様
々
な
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
」
を
考
慮
し
て
、「
帰
国

者
世
帯
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
省
庁
、
地
方
公

共
団
体
が
緊
密
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
き
め
細
か
な
援
護
施
策
を
講

じ
」
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
帰
国
直
後
の
六
ケ
月
間
は
、

「
中
国
帰
国
者
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー
」
に
入
所
さ
せ
、
基
礎
的
な
日
本

語
や
生
活
習
慣
等
の
研
修
を
行
う
。
そ
し
て
、
肉
親
ま
た
は
身
元
引
受

人
の
責
任
の
下
に
定
着
さ
せ
る
。 

②
帰
国
後
七
ヶ
月
目
か
ら
一
年

二
ヶ
月
目
ま
で
の
八
ケ
月
間
は
、「
中
国
帰
国
者
自
立
研
修
セ
ン
タ
ー
」

に
通
所
さ
せ
、
日
本
語
、
就
労
等
の
研
修
を
行
う
。
③
定
着
後
三
年
間

は
、「
自
立
指
導
員
」
を
派
遣
し
て
、
日
常
生
活
上
の
相
談
お
よ
び
自

立
へ
向
け
て
の
各
種
指
導
を
行
う
。
ま
た
、
④
自
立
支
援
通
訳
、
巡
回

健
康
相
談
の
実
施
等
、
日
本
の
社
会
に
円
滑
に
定
着
さ
せ
る
た
め
に
さ

ま
ざ
ま
な
施
策
を
行
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
⑤
「
中
国
帰
国
者
支

援
・
交
流
セ
ン
タ
ー
」
を
活
用
し
て
、
帰
国
後
四
年
目
以
後
も
継
続
し

て
日
本
語
学
習
や
相
談
等
の
支
援
を
行
な
う
（
図
１
参
照
）。

　
２
．「
身
元
引
受
人
」
制
度
お
よ
び
「
特
別
身
元
引
受
人
」
制
度

　「
身
元
引
受
人
」
と
は
、
身
元
が
未
判
明
な
「
残
留
邦
人
」
お
よ
び

そ
の
家
族
の
身
元
を
引
き
受
け
る
者
で
あ
り
、
ま
た
「
特
別
身
元
引
受

人
」
と
は
、
身
元
が
判
明
し
た
「
残
留
邦
人
」
お
よ
び
そ
の
家
族
の
身

元
を
日
本
で
の
肉
親
に
代
わ
っ
て
引
き
受
け
る
者
の
こ
と
で
あ 

。

「
身
元
引
受
人
」
制
度
は
、
身
元
が
未
判
明
の
「
残
留
孤
児
」
が
祖
国

で
あ
る
日
本
に
帰
国
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
九

八
五
年
に
発
足
し
た
。
つ
ま
り
、
身
元
未
判
明
者
と
そ
の
同
伴
家
族
に

に
つ
い
て
、
ま
ず
、
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー
が
身
元
保
証
人
に
代
わ
り
、

厚
生
省
援
護
局
長
が
発
給
す
る
入
所
通
知
書
を
も
っ
て
入
国
査
証
に
代

え
て
帰
国
さ
せ
、
次
に
、
帰
国
後
は
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー
へ
入
所
中
の
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「
身
元
引
受
人
」
を
あ
っ
せ
ん
し
、
そ
し
て
、
そ
の
「
身
元
引
受
人
」

の
近
隣
に
定
着
さ
せ
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。

　「
身
元
引
受
人
」
制
度
を
設
け
た
理
由
に
つ
い
て
、（
旧
）
厚
生
省
の

説
明
に
よ
る
と
、
大
部
分
の
孤
児
は
中
国
国
籍
で
あ
る
た
め
、
日
本
へ

の
帰
国
に
あ
た
っ
て
は
外
国
人
の
入
国
と
同
様
に
出
入
国
管
理
お
よ
び

難
民
認
定
法
（
以
下
、「
入
管
法
」
と
い
う
。）
上
で
要
請
さ
れ
て
い
る

身
元
保
証
人
が
必
要
と
な
り
、
身
元
未
判
明
者
の
場
合
は
、
在
日
親
族

が
い
な
い
た
め
知
人
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
身
元
保
証
人
と
し
て
依
頼
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
実
上
帰
国
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
へ
の
対
処
措

置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
特
別
身
元
引
受
人
」
制
度
を
導

入
し
た
背
景
に
は
、
一
九
八
五
年
前
後
当
時
、
肉
親
に
よ
る
身
元
が
判

明
し
た
「
残
留
孤
児
」
の
身
元
引
き
受
け
拒
否
が
多
発
し
て
い
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、

入
管
法
に
よ
る
「
外
国
人
」
の
入
国
お
よ
び
滞
在
に
対
す
る
身
元
保
証

人
の
義 

を
誰
か
に
負
担
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
厚
生
省
お
よ
び
法
務
省
は
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
は
中

国
国
籍
で
あ
る
た
め
「
外
国
人
」
で
あ
り
、
入
管
法
に
基
づ
い
て
取
扱

う
こ
と
と
し
、
ま
た
、「
残
留
邦
人
」
の
日
本
帰
国
お
よ
び
永
住
に
つ

い
て
、
日
本
側
の
親
族
が
そ
の
身
元
を
引
き
受
け
な
い
場
合
、
身
元
保

証
人
の
義
務
を
国
で
は
な
く
、
親
族
に
代
わ
る
「
特
別
身
元
引
受
人
」

に
負
わ
せ
よ
う
と
し
た
制
度
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
う
し
て
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
が
日
本
へ
の
永
住
帰
国
を
希
望
し
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て
い
る
が
、
し
か
し
、
身
元
保
証
人
と
な
る
親
族
が
い
な
い
場
合
、
あ

る
い
は
親
族
が
身
元
保
証
人
に
な
れ
な
い
、
ま
た
は
な
り
た
く
な
い
と

い
っ
た
事
情
が
あ
る
場
合
で
も
、
彼
ら
の
永
住
帰
国
の
希
望
を
か
な

え
、
こ
れ
を
促
進
す
る
た
め
に
、
親
族
に
代
わ
っ
て
帰
国
の
手
続
き
お

よ
び
帰
国
後
の
日
本
社
会
へ
の
定
着
と
自
立
に
必
要
な
相
談
・
助
言
を

行
な
う
「
身
元
引
受
人
」
お
よ
び
「
特
別
身
元
引
受
人
」
を
あ
っ
せ
ん

す
る
制
度
が
設
け
ら
れ 

。

　
こ
れ
ら
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
帰
国
後
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め
に

設
け
ら
れ
た
、
日
本
の
親
族
に
よ
る
身
元
保
証
制
度
、
あ
っ
せ
ん
さ
れ

た
「
身
元
引
受
人
」
制
度
お
よ
び
「
特
別
身
元
引
受
人
」
制
度
は
、
結

果
的
に
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
帰
国
を
遅
ら
せ
る
原
因
と
な
っ
た
だ
け

で
な
く
、
日
本
政
府
の
国
家
と
し
て
の
責
任
を
、
日
本
に
お
け
る
「
残

留
邦
人
」
の
親
族
ま
た
は
そ
の
他
の
個
人
に
肩
代
わ
り
さ
せ
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ 

の
は
、
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
こ

う
し
た
日
本
政
府
に
よ
る
中
国
「
残
留
邦
人
」
お
よ
び
そ
の
家
族
に
対

す
る
受
け
入
れ
政
策
は
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
や
親
族
等
の
個
人
的
問

題
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
し
か
し
戦
時
に
国
民
を
遺
棄
し

た
責
任
は
国
家
が
背
負
う
べ
き
で
あ
り
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
と
そ
の

家
族
の
受
入
れ
、
そ
の
後
の
日
本
社
会
へ
の
定
着
責
任
は
、
日
本
政
府

お
よ
び
日
本
社
会
全
体
の
責
任
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。

（
　
）
１９た

（
　
）
２０る

Ⅲ
．
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
永
住
帰
国
支
援

　
１
．
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
永
住
帰
国
支
援
の
現
状

　
中
国
「
残
留
孤
児
」
が
集
団
で
来
日
し
、
手
が
か
り
の
情
報
を
公
開

し
て
肉
親
探
し
を
行
な
う
「
訪
日
調
査
」
は
、
一
九
八
一
年
（
昭
和
五

六
年
）
三
月
に
始
ま
り
、
一
九
九
九
年
ま
で
通
算
三
〇
回
行
な
わ
れ

た
。
こ
の
訪
日
調
査
は
、
日
本
政
府
の
中
国
「
残
留
孤
児
」
の
帰
国
を

促
進
す
る
支
援
体
制
の
一
環
で
あ
り
、
一
九
八
四
年
か
ら
一
九
八
七
年

の
ピ
ー
ク
を
経
て
、
そ
の
後
の
身
元
判
明
者
数
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ

る
。
一
九
九
九
年
ま
で
に
、
合
計
二
一
一
六
人
の
中
国
「
残
留
孤
児
」

が
肉
親
を
探
す
た
め
に
来
日
し
、
そ
の
う
ち
六
六
八
名
の
身
元
が
確
認

さ
れ 

。
ま
た
、
一
九
七
二
年
か
ら
一
九
九
九
年
ま
で
の
間
、
中
国

「
残
留
孤
児
」
二
三
四
四
世
帯
（
八
五
一
一
人
）
お
よ
び
中
国
「
残
留

婦
人
」
三
六
七
四
世
帯
（
一
万
六
五
二
人
）
を
含
む
、
六
〇
一
八
世
帯

（
一
万
九
一
六
三
人
）
が
日
本
へ
永
住
帰
国
を
果
た
し
て
い 

。

　
二
〇
〇
〇
年
度
か
ら
、
厚
生
省
は
そ
れ
ま
で
実
施
し
て
い
た
中
国

「
残
留
孤
児
」
の
訪
日
調
査
に
区
切
り
を
つ
け
、「
高
齢
化
し
た
孤
児
の

訪
日
に
伴
う
身
体
的
・
精
神
的
な
負
担
を
軽
減
し
早
期
の
帰
国
希
望
に

応
え
る
た
め
、
中
国
現
地
で
日
中
共
同
の
調
査
を
行
な
っ
た
後
、
肉
親

情
報
が
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
訪
日
調
査
を
経
ず
に
直
接
一
時
帰
国
や

永
住
帰
国
が
で
き
る
」
よ
う
に
す
る
方
向
へ
と
方
針
転
換
し 

。
日
本

と
中
国
と
の
国
交
正
常
化
以
降
か
ら
二
〇
〇
七
年
四
月
三
〇
日
現
在
ま

で
の
間
に
、
中
国
「
残
留
孤
児
」
二
五
一
〇
世
帯
、
お
よ
び
中
国
「
残
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留
婦
人
」
三
八
三
〇
世
帯
、
合
計
六
三
四
〇
世
帯
（
中
国
「
残
留
邦

人
」
の
同
行
家
族
を
含
む
二
万
三
〇
一
人
）
が
国
費
で
日
本
へ
の
永
住

帰
国
を
果
た
し
て
い 

。

　
２
．
永
住
帰
国
支
援
に
お
け
る
中
国
「
残
留
孤
児
」
と
中
国

「
残
留
婦
人
」
と
の
差
異

　
国
費
に
よ
る
中
国
「
残
留
孤
児
」
の
肉
親
探
し
の
訪
日
調
査
は
、
一

九
八
一
年
に
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
中
国
「
残
留
婦

人
」
に
つ
い
て
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
分
の
意
思
判
断
で
中
国

に
残
留
し
た
と
み
な
さ
れ
た
た
め
、
里
帰
り
と
い
う
名
目
で
「
一
時
帰

国
」
を
認
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
の
滞
在
費
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
一
九
九
一
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
「
残

留
婦
人
」
に
認
め
ら
れ
た
一
時
帰
国
の
た
め
の
国
費
に
よ
る
援
助
は
、

一
九
九
三
年
ま
で
は
各
自
一
〇
年
に
一
回
、
し
か
も
一
人
に
つ
き
二
回

ま
で
と
い
う
厳
し
い
制
限
つ
き
の
も
の
で
あ
り
、
毎
年
国
費
で
帰
国
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
九
五
年
以
降
の
こ
と
で
あ 

。

　
中
国
「
残
留
婦
人
」
の
永
住
帰
国
は
、
そ
れ
ま
で
中
国
「
残
留
孤

児
」
に
適
用
し
て
い
た
「
身
元
引
受
人
」
制
度
お
よ
び
「
特
別
身
元
引

受
人
」
制
度
を
、
一
九
九
一
年
に
「
残
留
婦
人
」
に
も
適
用
す
る
こ
と

で
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
、「
身
元
引
受
人
」
を
本
籍
地
の
都
道
府

県
か
ら
選
ぶ
と
い
う
原
則
を
満
た
す
こ
と
が
難
し
く
、
こ
の
制
度
に

よ
っ
て
帰
国
で
き
た
残
留
婦
人
は
わ
ず
か
四
二
名
で
あ 

。

（
　
）
２４る

（
　
）
２５る

（
　
）
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図２　「中国残留邦人等の援護」厚生労働省ウェブサイト：
　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/engo/seido02/index.html
（２００７年６月２５日閲覧）に基づいて作成。　　 
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こ
う
し
た
十
分
と
言
う
に
は
程
遠
い
中
国
「
残
留
婦
人
」
に
対
す
る

帰
国
支
援
を
変
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
三
年
の
中
国

「
残
留
婦
人
」
の
自
費
強
行
帰 

で
あ
っ
た
。
一
九
九
三
年
以
降
、
政

府
は
、
中
国
「
残
留
婦
人
」
に
関
す
る
調
査
を
行
な
う
よ
う
に
な
り
、

永
住
帰
国
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
、
全
員
の
帰
国
を
受
け
入
れ
る
と

表
明
す
る
に
至
っ 

。

　
中
国
「
残
留
婦
人
」
は
、
終
戦
当
時
一
定
の
年
齢
に
達
し
て
い
た
た

め
、
自
分
の
身
元
や
境
遇
に
つ
い
て
認
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
で

は
、
幼
児
で
あ
っ
た
中
国
「
残
留
孤
児
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
自
分
の
意
思
や
希
望
に
よ
り
中
国
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
選
択
し
た

と
い
う
よ
り
も
、
生
き
残
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
選
択
肢
の
な
か
で
の
究

極
の
選
択
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
も
、
生
き
抜
く
た
め
に

「
中
国
の
家
庭
に
入
っ
た
」
と
い
う
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

 

。
ま
た
、
中
国
「
残
留
婦
人
」
が
中
国
人
男
性
と
結
婚
し
た
こ
と
を

理
由
に
、「
帰
国
意
思
な
し
」
あ
る
い
は
「
日
本
人
で
な
い
」
と
し
た

点
も
、
妥
当
性
を
欠
い
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
戦
乱
期
と
戦
後
と
い

う
時
期
的
な
差
が
あ
る
に
せ
よ
、
中
国
人
男
性
ま
た
は
中
国
女
性
と
結

婚
し
て
中
国
に
残
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
状
況
そ
れ
自
体
は
、
中
国

「
残
留
孤
児
」
も
同
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
国
人
男

性
の
妻
と
し
て
中
国
人
の
家
庭
に
入
っ
て
生
き
抜
く
こ
と
と
、
中
国
人

の
両
親
の
養
子
と
し
て
中
国
人
の
家
庭
に
入
っ
て
生
き
抜
く
こ
と
と
の

差
異
を
理
由
に
、
中
国
「
残
留
婦
人
」
と
中
国
「
残
留
孤
児
」
と
の
間

（
　
）
２７国

（
　
）
２８た

（
　
）
２９る

に
線
引
き
を
し
、
そ
の
帰
国
支
援
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
に
疑
問
が
あ

る
。

　
ち
な
み
に
、
一
九
九
四
年
に
施
行
さ
れ
た
中
国
残
留
邦
人
等
の
帰
国

促
進
及
び
自
立
支
援
法
は
、
日
本
政
府
が
、
中
国
「
残
留
孤
児
」
と
中

国
「
残
留
婦
人
」
と
の
両
者
に
つ
い
て
、
帰
国
促
進
お
よ
び
自
立
支
援

の
「
責
務
」
を
負
う
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

少
な
く
と
も
一
九
九
四
年
以
降
は
、
帰
国
促
進
お
よ
び
永
住
帰
国
後
の

支
援
に
つ
き
、
中
国
「
残
留
孤
児
」
と
中
国
「
残
留
婦
人
」
と
の
間
に

差
異
を
設
け
る
こ
と
は
、
法
律
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

Ⅳ
．
中
国
帰
国
者
の
日
本
社
会
へ
の
定
着
支
援
の
現
状
と
課
題

１
．
中
国
「
残
留
邦
人
」
と
中
国
帰
国
者
の
法
的
地
位

　
　（
１
）
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
国
籍
問
題

　
現
行
国
籍
法
が
施
行
さ
れ
る
一
九
八
五
年
よ
り
前
の
旧
国
籍
法
で

は
、
外
国
人
と
婚
姻
し
て
夫
の
国
籍
を
取
得
し
た
場
合
、
ま
た
は
認
知

に
よ
っ
て
外
国
の
国
籍
を
取
得
し
た
場
合
は
、
日
本
国
籍
を
喪
失
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
行
国
籍
法
は
、
日
本
国
籍

の
離
脱
に
つ
い
て
、「
日
本
国
民
は
、
自
己
の
志
望
に
よ
っ
て
外
国
の

国
籍
を
取
得
し
た
と
き
は
、
日
本
国
籍
を
失
う
」（
国
籍
法
第
一
一
条

一
項
）、
ま
た
、「
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
日
本
国
民
は
、
そ
の
外
国
の

法
令
に
よ
り
そ
の
国
の
国
籍
を
選
択
し
た
と
き
は
、
日
本
国
籍
を
失

う
」（
同
法
第
一
一
条
二
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。

一
三
三

中
国
帰
国
者
の
日
本
社
会
へ
の
定
着
支
援
の
現
状
と
課
題
（
付
）



　
こ
れ
ら
の
国
籍
法
の
規
定
と
関
連
し
て
、
自
分
の
自
由
意
思
に
よ
ら

ず
に
中
国
に
残
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
中
国
「
残
留
邦
人
」
が
、
た
と

え
日
本
に
戸
籍
が
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
中

国
国
籍
を
取
得
し
た
場
合
、
ま
た
、
日
本
へ
永
住
帰
国
す
る
際
な
ど
に

中
国
旅
券
を
申
請
し
て
取
得
し
た
場
合
、
日
本
国
籍
を
失
う
か
否
か
が

問
題
と
な
る
。
ま
た
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
中
国
で
の
中
国
人
と
の

婚
姻
、
あ
る
い
は
中
国
人
の
父
に
よ
る
認
知
は
、
日
本
法
上
も
有
効
で

あ
る
か
否
か
、
そ
し
て
、
そ
の
身
分
行
為
が
旧
国
籍
法
施
行
当
時
に
成

立
し
て
い
る
場
合
、
日
本
国
籍
は
喪
失
さ
せ
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と

な
る
。
旧
国
籍
法
に
よ
れ
ば
、
中
国
「
残
留
婦
人
」
は
中
国
人
男
性
と

の
婚
姻
に
よ
り
日
本
国
籍
を
喪
失
し
、
そ
の
子
の
国
籍
は
中
国
国
籍
で

あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
中
国
国
籍
を
取
得
し
た
中
国
「
残
留
邦

人
」
は
、
帰
化
手
続
き
に
よ
り
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
中
国
「
残
留
男 

」
を
親
と
し
て
中
国
で
生
ま
れ
た
い
わ
ゆ
る

中
国
「
残
留
邦
人
」
二
世
に
つ
い
て
も
、
中
国
の
日
本
領
事
館
へ
出
生

届
け
を
し
て
い
な
い
も
し
く
は
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
中
国
の
旅
券

を
取
得
し
て
日
本
へ
の
帰
国
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
中
国
国
籍

の
外
国
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
日
本
へ
永
住
帰
国
後
に
就
籍
許
可
の

審
判
を
通
し
て
日
本
国
籍
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

　
　（
２
）
日
本
政
府
に
よ
る
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
取
扱
い

　
永
住
帰
国
し
た
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
、
た
と

（
　
）
３０子

え
身
元
が
確
認
さ
れ
日
本
の
戸
籍
に
記
載
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本

の
国
籍
が
確
認
さ
れ
る
ま
で
は
外
国
人
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
方
針

に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
旅
券
が
名
義
人
の
国
籍
を
証
明
す
る
文
書

で
あ
り
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
は
中
国
政
府
か
ら
発
行
さ
れ
た
中
国
の

旅
券
を
保
持
し
て
来
日
し
て
い
る
た
め
、
中
国
国
籍
を
保
有
す
る
者
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
は
、
日

本
へ
の
帰
国
に
あ
た
り
、
身
元
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、

外
国
人
登
録
を
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
も
あ 

。

　（
１
）
で
述
べ
た
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
日
本
国
籍
保
有
の
是
非
に

関
す
る
問
題
は
、
彼
ら
の
就
籍
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
身
元

未
判
明
「
残
留
邦
人
」
の
就
籍
問
題
に
つ
い
て
八
〇
〇
件
を
超
え
る
裁

判
が
提
起
さ
れ
、
す
べ
て
の
裁
判
で
「
残
留
邦
人
」
た
ち
の
日
本
国
籍

の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
就
籍
が
認
め
ら
れ
て
い 

。
し
か
し
な
が
ら
、

法
務
省
は
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
日
本
国
籍
保
有
を
認
め
て
お
ら

ず
、
中
国
の
旅
券
を
保
持
す
る
中
国
「
残
留
邦
人
」
は
中
国
国
籍
で
あ

り
、
他
の
一
般
「
外
国
人
」
と
同
様
に
入
管
法
の
対
象
と
し
て
取
り
扱

う
と
い
う
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
い
。
中
国
「
残
留
邦
人
」
を
外
国
人
と

し
て
取
り
扱
っ
た
が
た
め
に
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
日
本
へ
の
「
帰

国
」
に
困
難
を
も
た
ら
し
て
い
る
状
況
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ 

。

　
こ
の
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
国
籍
問
題
な
い
し
法
的
地
位
問
題
に
つ

い
て
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
永
住
帰
国
の
際
、
日
本
政
府
が
彼
ら
を

外
国
人
と
し
て
取
り
扱
っ
た
こ
と
が
違
法
で
あ
る
と
の
判
決
が
出
て
い

（
　
）
３１る（

　
）
３２る

（
　
）
３３る

一
三
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る
（
神
戸
地
方
裁
判
所
平
成
十
八
年
一
二
月
一
日
判 

）。
本
件
訴
訟

は
、
二
〇
〇
二
年
十
二
月
以
降
、
帰
国
し
た
中
国
「
残
留
邦
人
」
約
二

二
〇
〇
人
が
各
地
で
原
告
団
を
形
成
し
て
、
国
を
被
告
と
し
て
提
訴
し

て
い
る
国
家
賠
償
訴
訟
の
一
つ
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
ま
ず
、
原
告
で

あ
る
中
国
「
残
留
孤
児
」
に
対
す
る
国
の
「
帰
国
遅
延
に
関
す
る
責

任
」
に
つ
い
て
、（
ア
）「
残
留
孤
児
を
外
国
人
と
し
て
扱
い
、
留
守
家

族
に
よ
る
身
元
保
証
書
の
提
出
が
さ
れ
な
い
限
り
入
国
を
認
め
な
い
と

い
う
政
府
関
係
者
（
残
留
孤
児
の
帰
国
に
関
わ
る
政
府
関
係
者
）
の
措

置
は
、
法
律
の
根
拠
も
合
理
的
理
由
も
な
し
に
、
残
留
孤
児
の
帰
国
を

制
限
す
る
違
法
な
職
務
行
為
で
あ
る
」、（
イ
）
帰
国
旅
費
の
支
給
申
請

手
続
き
に
つ
い
て
、「
留
守
家
族
に
よ
る
残
留
孤
児
の
戸
籍
謄
本
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
、・ ・ ・
帰
国
制
限
に
結
び
つ
く
」
も
の
で
あ
っ

て
、
違
法
な
職
務
行
為
で
あ
る
、（
ウ
）「
残
留
孤
児
の
入
国
に
際
し
、

招
へ
い
理
由
書
、
特
別
身
元
引
受
人
の
身
元
保
証
」
を
要
求
す
る
「
政

府
関
係
者
の
措
置
は
、
法
律
上
の
根
拠
も
合
理
的
な
理
由
も
な
し
に
、

残
留
孤
児
の
帰
国
を
制
限
す
る
違
法
な
職
務
行
為
で
あ
る
」
と
し
て
、

被
告
で
あ
る
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
。
次
に
、
本
判
決
は
、
早
期
帰

国
支
援
義
務
に
つ
い
て
、
国
家
賠
償
責
任
を
発
生
さ
せ
る
具
体
的
な
法

的
義
務
を
認
め
る
の
は
困
難
と
し
て
否
認
し
た
。
し
か
し
、「
政
府
の

帰
国
孤
児
の
自
立
支
援
策
は
極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し

て
、
国
が
自
立
支
援
義
務
を
懈
怠
し
た
と
肯
定
し
た
。

　
中
国
「
残
留
邦
人
」
に
よ
る
国
を
被
告
と
し
た
国
家
賠
償
訴
訟
に
お

（
　
）
３４決

い
て
、
こ
れ
ま
で
は
原
告
の
主
張
を
退
け
る
も
の
が
多
か
っ 

。
本
判

決
は
、
国
が
中
国
「
残
留
孤
児
」
を
外
国
人
と
し
て
取
り
扱
っ
た
こ
と

の
違
法
性
を
認
め
、
中
国
「
残
留
孤
児
」
に
対
す
る
帰
国
遅
延
に
関
す

る
義
務
違
反
を
肯
定
し
、
さ
ら
に
、
永
住
帰
国
後
の
定
着
支
援
義
務
の

懈
怠
に
よ
る
国
の
賠
償
責
任
を
認
め
た
初
め
て
の
判
決
と
し
て
、
意
義

が
あ
る
と
い
え 

。

　
　（
３
）
残
さ
れ
た
課
題

　（
１
）
で
述
べ
た
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
国
籍
問
題
な
い
し
法
的
地

位
に
関
す
る
問
題
は
、
当
事
者
の
権
利
保
障
等
を
考
え
る
上
で
重
要
で

あ
る
と
同
時
に
、
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
も
関
わ
る
複
雑
な
問

題
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
家
族
の
法
的
地
位

に
つ
い
て
も
、
彼
ら
の
歴
史
的
背
景
な
い
し
来
日
の
経
緯
お
よ
び
日
本

と
の
特
別
な
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
一
般
外
国
人
と
同
じ
よ

う
に
対
応
す
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
中
国
帰
国
者
の
国
籍
問
題
に
つ
い
て
、

「
国
籍
選
択
の
自
由
」
に
基
づ
く
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
柔
軟
な
対

応
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
、
日
本
の

現
行
国
籍
法
お
よ
び
旧
国
籍
法
に
基
づ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
国
際
人
権

法
の
観
点
か
ら
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
、
中
国

「
残
留
邦
人
」
の
永
住
帰
国
に
つ
い
て
、
日
本
国
籍
の
保
有
問
題
と
関

連
し
て
、「
自
国
へ
戻
る
権
利
」
に
つ
い
て
国
際
人
権
法
の
観
点
か
ら

（
　
）
３５た

（
　
）
３６る
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再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ 

。
次
に
、
国
籍
を
も
つ
こ
と
が
人
権
で
あ

 

、
国
籍
の
維
持
ま
た
は
回
復
も
人
権
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
本
人

の
希
望
に
し
た
が
っ
て
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
国

籍
保
有
の
確
認
を
す
ば
や
く
行
な
う
と
と
も
に
国
民
と
し
て
の
権
利
お

よ
び
安
定
し
た
生
活
を
保
障
し
、
そ
の
家
族
つ
い
て
は
、
日
本
と
の
特

別
な
関
係
を
考
慮
し
て
国
籍
取
得
要
件
の
緩
和
等
の
特
別
措
置
を
講
じ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え 

。

　
２
．
中
国
帰
国
者
の
生
活
実
態
と
生
活
保
障
に
係
る
諸
問
題

　
日
本
に
帰
国
し
た
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
ほ
と
ん
ど
は
永
住
帰
国
を

希
望
し
、
中
国
で
築
い
た
家
族
を
呼
び
寄
せ
て
、
日
本
で
の
生
活
を
再

ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
長
年
夢
見
て
き
た
日
本
へ
の
帰
国

で
あ
っ
た
が
、
永
住
帰
国
後
の
生
活
は
厳
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
現

実
的
問
題
と
し
て
、
言
葉
の
問
題
や
異
文
化
適
応
の
ス
ト
レ 

、
就
職

問
題
、
帰
国
後
の
不
安
定
な
生
活
、
老
後
の
保
障
と
な
る
年
金
問
題
な

ど
に
関
す
る
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
応
し

た
政
策
お
よ
び
法
整
備
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
か
ら
呼
び

寄
せ
て
き
た
家
族
が
急
増
す
る
な
か
、
日
本
社
会
で
生
き
る
二
世
や
三

世
を
め
ぐ
る
問
題
が
後
を
絶
た
な
い
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
日
本
社
会

に
お
け
る
中
国
帰
国
者
の
定
着
自
立
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
若

干
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

（
　
）
３７る

（
　
）
３８り

（
　
）
３９る

（
　
）
４０ス

　
　（
１
）
日
本
語
習
得
問
題

　
日
本
社
会
で
生
活
し
、
働
く
た
め
に
は
、
日
本
語
の
習
得
が
必
要
不

可
欠
で
あ
る
。
中
国
「
残
留
邦
人
」
と
そ
の
配
偶
者
、
お
よ
び
中
国

「
残
留
邦
人
」
と
生
活
を
共
に
す
る
た
め
に
日
本
に
入
国
し
た
中
国

「
残
留
邦
人
」
の
親
族
（
以
下
、「
同
行
家
族
」
と
い
う
。）
が
、
日
本

社
会
に
定
着
し
自
立
す
る
た
め
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う

に
、
ま
ず
、
国
の
「
中
国
帰
国
者
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー
」
で
六
ヶ
月
、

次
に
、
各
定
着
地
の
「
中
国
帰
国
者
自
立
研
修
セ
ン
タ
ー
」
で
八
ヶ

月
、
合
計
一
年
間
以
上
の
日
本
語
習
得
の
機
会
を
与
え
ら
れ 

。
ま

た
、
前
者
の
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー
で
は
、
日
本
語
の
指
導
だ
け
で
な

く
、
日
本
社
会
へ
の
理
解
や
日
常
生
活
に
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
も
学

習
し
、
後
者
の
自
立
研
修
セ
ン
タ
ー
で
は
、
定
着
地
で
の
生
活
に
即
し

た
研
修
が
中
心
的
に
行
な
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、「
中
国
帰
国
者
支
援
・

交
流
セ
ン
タ
ー
」
で
は
、
継
続
的
な
日
本
語
の
習
得
以
外
に
、
就
労
に

関
す
る
相
談
を
行
っ
た
り
、
帰
国
者
同
士
が
交
流
す
る
場
を
提
供
し
た

り
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
支
援
の
う
ち
「
中
国
帰
国
者
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー
」
お
よ

び
「
中
国
帰
国
者
自
立
研
修
セ
ン
タ
ー
」
で
の
研
修
は
、
中
国
「
残
留

邦
人
」
と
そ
の
配
偶
者
、
お
よ
び
同
行
家
族
（
一
家
族
）
だ
け
を
対
象

と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
中
国
帰
国
者
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー
」

入
所
や
「
中
国
帰
国
者
自
立
研
修
セ
ン
タ
ー
」
通
所
の
対
象
と
な
ら
な

い
、
後
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
二
世
や
三
世
の
家
族
（
以
下
、「
呼
び
寄

（
　
）
４１る
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せ
家
族
」
と
い
う
。）
の
日
本
語
習
得
に
つ
い
て
は
、「
中
国
帰
国
者
支

援
・
交
流
セ
ン
タ
ー
」
で
行
な
う
か
、
自
力
で
習
得
す
る
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
、「
中
国
帰
国
者
支
援
・
交
流
セ
ン
タ
ー
」
で
日
本
語
習

得
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
呼
び
寄
せ
家
族
は

自
費
で
来
日
し
、
し
か
も
日
本
で
生
活
す
る
た
め
の
公
的
資
金
援
助
も

な
い
た
め
、
生
活
費
の
た
め
に
い
ち
早
く
就
労
す
る
傾
向
が
あ
り
、
日

本
語
を
習
得
す
る
機
会
も
時
間
的
余
裕
も
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
同
じ
く
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
家
族
で
あ
っ
て
も
、
国
費
に
よ
り
来

日
す
る
同
行
家
族
と
自
費
で
来
日
す
る
呼
び
寄
せ
家
族
と
で
は
、
来
日

後
に
お
け
る
受
け
入
れ
支
援
体
制
の
違
い
に
よ
り
、
日
本
語
の
習
得
お

よ
び
日
本
社
会
へ
の
適
応
に
差
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ 

。
し
か

し
、
こ
う
し
た
対
応
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
同
行
家
族
も
呼
び
寄
せ
家

族
も
中
国
国
籍
を
も
つ
同
一
な
法
的
地
位
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、

お
よ
び
来
日
後
に
日
本
語
の
習
得
な
し
で
日
本
社
会
に
順
応
す
る
こ
と

は
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
合
理
的
理
由
は
見
い
だ
し

得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
呼
び
寄
せ
家
族
に
つ
い
て
も
、
来
日
後
に
お

け
る
日
本
語
習
得
の
機
会
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
日
本
社
会
に
適
応

す
る
た
め
に
必
要
な
日
本
の
習
慣
や
制
度
な
ど
に
つ
い
て
研
修
を
受
け

る
機
会
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。　

　
ま
た
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
と
そ
の
配
偶
者
で
あ
る
中
国
帰
国
者
一

世
に
つ
い
て
は
、
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
一
年
で
は
日
本
語
を
習
得
で

き
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
高
齢
者
の
日
本
語
習
得
に

（
　
）
４２る

は
時
間
を
か
け
、
か
つ
継
続
的
に
行
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い 

。
一
方
で
、
高
齢
の
中
国
帰
国
者
一
世
に
と
っ
て
、

日
本
語
の
学
習
自
体
が
負
担
と
な
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
柔
軟
な
対
応

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
中
国
帰
国
者
支
援
・
交
流
セ
ン

タ
ー
」
で
継
続
的
に
日
本
語
を
習
得
で
き
る
制
度
に
つ
い
て
は
一
定
評

価
で
き
る
が
、
し
か
し
利
用
者
の
必
要
に
応
じ
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス

の
質
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　（
２
）
就
職
に
結
び
つ
く
よ
う
な
日
本
語
指
導
の
必
要
性

　
中
国
「
残
留
邦
人
」
お
よ
び
そ
の
家
族
の
就
労
状
況
は
、
他
の
定
住

外
国
人
の
場
合
と
同
様
に
、
日
本
経
済
の
不
況
の
影
響
を
受
け
や
す
い

不
安
定
な
も
の
で
あ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
解
雇
や
給
与
の
未
払
い
、

会
社
側
の
倒
産
に
よ
る
失
業
な
ど
で
あ
り
、
そ
の
状
況
は
深
刻
で
あ

る
。
ま
し
て
、「
残
留
邦
人
」
本
人
ば
か
り
で
な
く
、「
残
留
邦
人
」
の

日
本
で
の
生
活
を
支
え
る
二
世
も
高
齢
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
日
本
語

が
不
自
由
で
あ
れ
ば
、
再
就
職
先
を
見
つ
け
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で

あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な 

。

　
生
活
の
安
定
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
な
日
本
語
習
得
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
職
業
の
確
保
に
結
び
つ
く
よ
う
な
日
本
語
指
導
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
語
学
習
と
就
職
と
は
一
貫
し
た
関
連

性
を
持
っ
た
も
の
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
二
世
の
高
齢
化
も
進

行
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
一
年

（
　
）
４３る

（
　
）
４４い
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の
日
本
語
学
習
の
期
間
で
は
、
就
職
で
き
る
だ
け
の
日
本
語
は
身
に
つ

か
ず
、
自
立
す
る
ど
こ
ろ
か
孤
立
す
る
「
孤
児
」
が
増
加
し
て
い
る
と

い
う
指
摘
が
あ 

。
こ
の
日
本
語
習
得
と
就
労
と
い
う
二
つ
の
問
題
の

解
決
策
と
し
て
、
永
続
的
に
利
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
「
中
国
帰
国
者

支
援
・
交
流
セ
ン
タ
ー
」
の
果
た
す
役
割
は
、
現
時
点
で
は
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
運
用
実
態
と
利
用
者
ニ
ー
ズ
の
双

方
を
分
析
し
た
う
え
で
、
日
本
語
習
得
や
就
労
支
援
に
係
わ
る
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
た
包
括
的
で
き
め
細
か
な
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
、
業
務

内
容
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
セ
ン
タ
ー
を
有
効
に
活
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　（
３
）
中
国
帰
国
者
一
世
の
高
齢
化
に
と
も
な
う
生
活
保
障
問
題

　
　
　
①
中
国
帰
国
者
一
世
の
高
齢
化

　
日
本
の
敗
戦
か
ら
三
六
年
後
に
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
帰
国
支
援
に

よ
っ
て
、
永
住
帰
国
を
果
た
し
た
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
高
齢
化
が
一

段
と
進
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
敗
戦
時
に
一
歳
で
あ
っ
た
中
国
「
残

留
孤
児
」
が
一
九
八
〇
年
代
に
日
本
へ
帰
国
し
た
と
す
れ
ば
、
帰
国
当

初
は
四
〇
歳
前
後
で
あ
る
が
、
今
は
六
〇
歳
以
上
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
中
国
「
残
留
婦
人
」
は
少
な
く
と
も
一
三
歳
を
加
算
す
る
こ
と
に

な
る
か
ら
、
大
抵
の
者
は
現
在
七
五
歳
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
中
国
「
残
留
邦
人
」
は
、
無
一
文
の
状
態
で
日
本
に
永
住

帰
国
を
果
た
し
た
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
上
記
の
よ
う
な

（
　
）
４５る

帰
国
後
の
雇
用
問
題
と
あ
い
ま
っ
て
、
日
常
的
な
生
活
保
障
だ
け
で
な

く
、
老
後
の
生
活
保
障
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。

　
　
　
②
高
齢
化
す
る
中
国
帰
国
者
一
世
に
対
す
る
生
活
保
障

　
厚
生
省
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
「
平
成
一
五
年
中
国
帰
国
者
生
活
実

態
調 

」
に
よ
る
と
、
生
活
保
護
の
受
給
状
況
に
つ
い
て
、「
残
留
孤

児
」
世
帯
の
六
一
． 四
％
、「
残
留
婦
人
」
世
帯
の
五
五
． 二
％
、
全
体

で
約
五
八
％
が
生
活
保
護
を
受
け
て
い 

。
ま
た
、「
年
齢
別
生
活
保

護
の
受
給
状
況
」
に
よ
る
と
、
六
〇
歳
以
上
七
〇
歳
未
満
の
受
給
率

（
六
一
． 三
％
）
が
最
も
高
く
、
次
い
で
七
〇
歳
以
上
八
〇
歳
未
満
（
受

給
率
五
七
． 九
％
）、
そ
し
て
八
〇
歳
以
上
（
五
二
％
）
の
順
と
な
っ
て

い 

。
な
お
、
就
労
の
有
無
と
生
活
保
護
受
給
の
要
否
と
は
、
反
比
例

す
る
関
係
に
あ
る
と
い
え 

。

　
一
方
で
、
年
金
の
受
給
状
況
を
み
る
と
、
五
二
％
の
「
残
留
邦
人
」

（
三
五
． 八
％
の
「
残
留
孤
児
」
お
よ
び
六
六
． 二
％
の
「
残
留
婦
人
」）

が
年
金
を
受
給
し
て
お
り
、
六
五
歳
以
上
の
受
給
者
が
最
も
多 

。
受

給
年
金
の
種
別
は
、
全
体
の
五
六
． 六
％
が
国
民
年
金
を
受
給
し
て
お

り
、
そ
の
年
金
額
に
つ
い
て
は
、
年
額
三
六
万
円
未
満
が
最
も
多
く
、

全
体
で
五
一
． 二
％
と
な
っ
て
い 

。

　
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
老
後
の
生
活
保
障
に
対
す
る
不
安
の
声
は
、

生
活
保
障
や
年
金
の
受
給
額
が
少
な
く
、
そ
の
ま
ま
で
は
生
活
で
き
な

い
こ
と
か
ら
く
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
年
金
の
保
障
が
あ
る
と
は
い

え
、
一
月
当
た
り
三
万
円
で
生
活
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
老
後
の
保

（
　
）
４６査

（
　
）
４７る

（
　
）
４８る

（
　
）
４９る

（
　
）
５０い

（
　
）
５１る
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障
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
生
活
保
護
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
生

活
保
護
受
給
中
の
場
合
、
僅
か
ば
か
り
の
年
金
の
金
額
が
収
入
と
し
て

認
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い 

。
ま
た
、
生
活
保
護
受

給
者
に
つ
い
て
、
一
時
的
に
中
国
に
戻
っ
た
場
合
に
は
、
中
国
滞
在
中

の
生
活
保
護
が
停
止
さ
れ
る
上
、
そ
の
渡
航
費
用
等
相
当
額
が
収
入
認

定
さ
れ
生
活
保
護
費
か
ら
差
し
引
か
れ
て
し
ま
う
。
な
お
、
生
活
保
護

受
給
者
は
、
再
就
職
の
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
く
と
も
、
自
立
指
導
が

行
な
わ
れ
、
職
業
安
定
所
に
通
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
状
が
あ
る
と

い 

。
こ
う
し
た
生
活
保
護
の
受
給
に
よ
る
生
活
上
の
制
約
が
多
い
だ

け
で
な
く
、
社
会
か
ら
の
偏
見
や
差
別
を
感
じ
、
自
尊
心
が
傷
つ
け
ら

れ
る
と
の
意
見
が
あ 

。

　
中
国
「
残
留
邦
人
」
と
の
意
見
交
換
会
の
結 

に
よ
る
と
、「
老
後

を
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
生
活
保
護
の
額
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
安
定
し
た
老
後
を

送
れ
る
よ
う
に
、
他
の
普
通
の
日
本
人
と
同
様
な
暮
ら
し
が
で
き
る
よ

う
な
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
た
め
の
新
た
な
給
付
金
制
度
を
創
設
し
て

欲
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
既
に
高
齢
で
あ
り
、
就
労
し
て
収
入
を
得

る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
中
国
「
残
留
邦
人
」
が
、
残
さ
れ
た
時
間
を

日
本
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
中
国
「
残
留
邦
人
」

の
老
後
の
生
活
保
障
に
関
す
る
早
急
な
解
決
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と

い
え
る
。

（
　
）
５２る

（
　
）
５３う

（
　
）
５４る

（
　
）
５５果

　
　
　
③
中
国
「
残
留
邦
人
」
に
対
す
る
新
た
な
支
援
策

　
中
国
「
残
留
邦
人
」
が
「
日
本
に
帰
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
思
え
る
よ

う
に
、
ま
た
、「
日
本
人
と
し
て
尊
厳
を
も
て
る
生
活
」
を
確
保
す
る

た
め
に
、
そ
し
て
、「
老
後
は
安
心
だ
」
と
思
え
る
よ
う
な
制
度
と
し

て
、「
中
国
残
留
邦
人
に
対
す
る
新
た
な
支
援
策
」
が
決
定
さ
れ 

。

こ
の
新
た
な
支
援
策
は
、（
ア
）
国
庫
で
保
険
料
を
肩
代
わ
り
す
る
形

で
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
全
員
に
基
礎
年
金
を
満
額
（
月
額
六
万
六
〇

〇
〇
円
）
支
給
し
、（
イ
）
生
活
保
護
に
代
わ
る
特
別
給
付
金
（
最
大

八
万
円
）
を
支
給
す
る
こ
と
を
柱
と
し
て
、
住
宅
、
医
療
、
介
護
に
か

か
る
費
用
も
別
に
補
助
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
新
支
援
策
は
、
生
活
全
般
に
わ
た
る
支
援
を
図
る
も
の
で
あ
り
、

高
齢
化
し
て
い
る
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
安
定
し
た
老
後
生
活
を
保
障

す
る
政
策
と
し
て
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。
今
後
は
、
こ

の
新
た
な
政
策
の
具
体
的
な
運
用
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　（
４
）
中
国
帰
国
者
二
世
・
三
世
の
社
会
統
合
に
関
す
る
問
題

　
単
身
で
日
本
に
永
住
帰
国
す
る
中
国
「
残
留
邦
人
」
は
少
な
く
、
ほ

と
ん
ど
の
者
は
永
住
帰
国
の
際
に
家
族
を
同
行
し
、
ま
た
は
、
帰
国
後

に
中
国
に
残
し
て
き
た
家
族
を
呼
び
寄
せ
て
い
る
。

　
中
国
「
残
留
邦
人
」
と
共
に
来
日
し
た
同
行
家
族
に
対
し
て
は
、
日

本
語
の
習
得
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
社
会
へ
の
適
応
の
た
め
の
支
援
が

行
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
呼
び
寄
せ
家
族
に
つ
い
て
は
、
こ
う
い
っ
た

（
　
）
５６た
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日
本
社
会
へ
の
統
合
の
た
め
の
支
援
や
生
活
保
障
が
な
い
こ
と
は
、
前

述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
帰
国
者
の
な
か
で
、
呼
び

寄
せ
家
族
と
し
て
来
日
し
て
い
る
者
は
、
日
本
語
の
習
得
問
題
、
就
労

問
題
、
住
宅
問
題
、
子
ど
も
の
教
育
問
題
な
ど
、
他
の
定
住
外
国
人
と

同
様
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
特
に
、
学
校
に
お
け
る
い
じ
め
な
ど
に
よ
っ
て
居
場
所
を
失
っ
た
子

ど
も
の
集
ま
り
が
グ
ル
ー
プ
を
成
し
、
法
に
触
れ
る
行
為
を
す
る
こ
と

に
至
る
こ
と
が
あ 

。
日
本
国
籍
を
も
つ
者
、
ま
た
は
日
本
国
籍
が
確

認
さ
れ
た
中
国
「
残
留
邦
人
」、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
在
日
朝
鮮
・
韓

国
人
や
台
湾
人
と
異
な 

、
中
国
帰
国
者
二
世
・
三
世
は
中
国
国
籍
を

も
つ
外
国
人
で
あ
る
た
め
、
該
当
事
由
が
あ
れ
ば
、
入
管
法
に
定
め
ら

れ
て
い
る
強
制
退
去
（
同
法
第
二
四
条
）
の
対
象
者
と
な
る
。
そ
う
し

た
事
態
を
避
け
る
た
め
に
も
、
帰
国
を
果
た
し
た
中
国
「
残
留
邦
人
」

の
子
孫
が
日
本
で
安
定
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
、
中
国
帰
国
者
の

な
か
で
の
異
な
る
取
り
扱
い
を
排
除
し
て
、
中
国
帰
国
者
を
日
本
社
会

に
統
合
す
る
た
め
の
支
援
を
平
等
に
行
な
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
日
本
に
在
住
す
る
異
文
化
の
背
景
を
も

つ
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
、
日
本
語
教
育
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
社
会

に
適
応
す
る
た
め
に
必
要
な
諸
施
策
が
、
今
後
平
等
に
保
障
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

（
　
）
５７る

（
　
）
５８り

結
び
に
か
え
て

　
一
九
九
四
年
三
月
一
九
日
に
成
立
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
の
帰
国
促

進
お
よ
び
自
立
支
援
法
は
、「
国
等
の
責
務
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る

（
同
法
第
三
条
～
第
五
条
）。
す
な
わ
ち
、
中
国
残
留
孤
児
等
の
帰
国
お

よ
び
そ
の
後
の
日
本
社
会
で
の
自
立
支
援
は
、「
国
の
責
務
」
で
行
な

う
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
が
中
国
「
残
留
邦
人
」
問
題
で
初

め
て
「
国
の
責
務
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、
戦
争
の
責
任
お
よ
び
戦

後
処
理
に
つ
い
て
国
の
責
任
を
認
め
た
と
い
え 

。

　
現
在
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
お
よ
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
支
援
の

ニ
ー
ズ
は
、
肉
親
探
し
と
日
本
へ
の
帰
国
か
ら
、
彼
ら
の
日
本
社
会
に

お
け
る
定
住
生
活
で
直
面
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
解
決
、
言
い

換
え
れ
ば
、
日
本
社
会
へ
の
定
着
自
立
へ
と
問
題
の
質
が
移
行
し
て
き

た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
問
題
に
関

す
る
議
論
の
多
く
は
歴
史
的
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
、

苦
難
の
な
か
で
中
国
に
お
い
て
築
い
た
家
族
と
と
も
に
帰
国
し
た
中
国

「
残
留
邦
人
」
が
、
既
に
多
数
日
本
社
会
に
永
住
し
て
い
る
状
況
の
も

と
、
地
域
社
会
の
生
活
に
お
け
る
現
実
的
問
題
に
目
を
向
け
た
議
論
を

展
開
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
中
国

「
残
留
邦
人
」
の
問
題
は
、「
残
留
邦
人
」
本
人
た
ち
の
問
題
に
と
ど
ま

ら
ず
、
そ
の
永
住
帰
国
に
と
も
な
っ
て
帰
国
ま
た
は
来
日
し
た
家
族
に

ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ 

、
そ
し
て
、
異
文
化
背
景
を
も
つ
定
住
外
国
人

の
日
本
社
会
へ
の
統
合
問
題
へ
と
広
が
り
を
み
せ
る
日
本
社
会
全
体
の

（
　
）
５９る

（
　
）
６０り
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問
題
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
本
稿
で
紹
介
し
た
中
国
「
残
留
邦
人
」
と
そ
の
配
偶
者
お
よ

び
同
行
家
族
に
対
す
る
日
本
語
お
よ
び
日
本
習
慣
の
習
得
、
生
活
相

談
、
文
化
交
流
等
の
定
着
自
立
の
た
め
の
支
援
策
は
、
適
用
除
外
と
さ

れ
て
い
る
呼
び
寄
せ
家
族
は
勿
論
の
こ
と
、
現
在
日
本
に
定
住
し
て
い

る
外
国
人
家
族
に
も
応
用
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
施
策
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
日
本
在
住
の
定
住
外
国
人
が
抱
え
る
日
本
語
未
習
得
問
題

や
就
労
問
題
、
子
ど
も
の
教
育
問
題
、
住
居
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
中

国
帰
国
者
に
対
す
る
定
着
自
立
支
援
策
を
施
す
こ
と
で
、
現
実
的
な
解

決
の
糸
口
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
日
本
に
お
け
る
難
民
や
無
国
籍 

を
含
む
定
住
外
国
人
の

権
利
が
保
障
さ
れ
、
彼
ら
が
安
定
し
た
生
活
を
送
る
た
め
に
は
、
異
な

る
法
的
地
位
に
あ
る
定
住
外
国
人
に
適
合
し
た
き
め
細
か
な
「
社
会
統

合
政
策
」
を
日
本
に
お
い
て
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
現
在
日
本
で
生
活
す
る
定
住
外
国
人
の
ニ
ー
ズ
を
抽
出
す
る
た
め

に
生
活
実
態
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
定
住
外
国
人
の
法
的
地
位

の
保
障
だ
け
で
な
く
、
来
日
の
経
緯
や
背
景
、
日
本
社
会
へ
の
統
合
の

度
合
い
な
ど
を
考
慮
し
た
、
き
め
細
か
な
社
会
統
合
政
策
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
統
合
政
策
は
、
外
国
人
の
権
利
保

障
を
図
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
二
世
三
世
を
含
む
定
住

外
国
人
が
出
身
国
と
日
本
と
の
架
け
橋
と
な
る
存
在
と
し
て
、
そ
し

て
、
日
本
社
会
に
貢
献
す
る
一
員
と
な
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え

（
　
）
６１者

る
。
実
際
に
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
二
世
の
者
が
、
新
た
に
帰
国
し
た

中
国
「
残
留
邦
人
」
家
族
の
自
立
指
導
員
と
し
て
、
家
族
巡
回
指
導
を

行
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
日
本
人
に
中
国
語
を
教
え
た
り
、
積
極
的
に
文
化

交
流
を
進
め
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
日
本
に
定
着
し
日
本
社
会

に
統
合
さ
れ
て
い
る
外
国
人
が
、
後
に
来
た
外
国
人
の
日
本
社
会
へ
の
統

合
支
援
を
行
な
う
と
い
う
良
き
循
環
を
作
り
出
す
よ
う
な
社
会
統
合
政
策

が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
定
住
外
国
人
に
関
す
る
諸
問
題
に
関
し
て
、「
社
会
統
合
政
策
」
と

い
う
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
先
行
研
究
は
、
少
な
く
と
も
日
本
法

に
関
す
る
限
り
未
見
で
あ
る
が
、
本
稿
で
紹
介
し
た
日
本
政
府
に
よ
る

中
国
帰
国
者
の
定
着
自
立
の
た
め
の
三
段
階
に
わ
た
る
支
援
策
は
、
定

住
外
国
人
の
日
本
社
会
へ
の
統
合
政
策
の
あ
り
方
を
今
後
検
討
す
る
際

の
参
考
に
な
る
と
考
え
る
。
な
お
、
定
住
外
国
人
の
日
本
社
会
へ
の
統

合
政
策
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
移
民
の
社
会
統
合
政
策
を
実
践
す
る

と
と
も
に
、
移
民
の
社
会
権
保
障
な
ど
に
関
す
る
理
論
構
築
の
議
論
が

盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｕ
諸
国
を
は
じ
め
、
比
較
法
的
研
究
が
有

意
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
） 
「
満
州
国
」
は
、
日
本
な
い
し
関
東
軍
が
一
九
三
二
年
に
、
現
在
の
中
華
人
民

共
和
国
の
東
北
地
方
に
建
て
た
傀
儡
国
家
で
あ
っ
た
。
溥
儀
を
名
目
上
の
統
治

者
と
し
て
立
て
な
が
ら
、
実
質
上
の
実
権
は
日
本
の
軍
人
、
官
吏
、
顧
問
が
独
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占
し
た
植
民
地
支
配
の
方
式
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
、
一
九
四
五
年
の
第
二
次
世

界
大
戦
に
お
け
る
日
本
の
降
伏
に
と
も
な
い
消
滅
し
た
。
木
下
貴
雄
『
中
国
残

留
孤
児
問
題
の
今
を
考
え
る
』
鳥
影
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
～
二
二
頁
。

（
２
） 

蘭
信
三
『「
中
国
帰
国
者
」
の
生
活
世
界
』
行
路
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
一

頁
、
二
五
頁
。

（
３
） 
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
援
護
」
厚
生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト:  http://w

w
w.

         
 
 
  

m
hlw.go.jp/bunya/engo/seido02/index.
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（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
五
日
閲

覧
）。
当
時
の
日
本
軍
部
は
、
欧
米
諸
国
に
対
抗
す
る
た
め
の
安
全
地
帯
の
確
保

拡
大
と
い
う
軍
事
的
必
要
性
と
、
昭
和
初
期
の
世
界
恐
慌
の
影
響
を
受
け
た
国

内
農
村
の
惨
状
の
打
開
策
と
し
て
、
大
規
模
な
開
拓
移
民
を
満
州
へ
送
り
込
ん

だ
。
軍
事
面
の
補
強
と
労
働
力
の
確
保
の
た
め
に
は
「
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇

軍
」
が
、
そ
し
て
、
農
業
移
民
と
し
て
は
「
満
蒙
開
拓
団
」
が
開
拓
地
へ
と
移

住
し
た
。
こ
う
し
た
国
策
に
よ
っ
て
送
り
出
さ
れ
者
は
三
二
万
人
に
及
び
、
戦

争
末
期
に
は
二
七
万
人
も
の
開
拓
移
民
が
戦
場
と
化
し
た
地
に
放
り
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
八
木
巌
「
中
国
帰
国
者
の
実
情
と
そ
の
背
景
」
江
畑
敬
介
・
曽
文

星
・
箕
口
雅
博
編
著
『
移
住
と
適
応－

中
国
帰
国
者
の
適
応
過
程
と
援
助
体
制
に

関
す
る
研
究
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
六
年
、
二
二
～
二
三
頁
。

（
４
） 

蘭
信
三
「
中
国
帰
国
者
と
は
誰
な
の
か
、
彼
ら
を
ど
う
捉
え
た
ら
よ
い
の
か
」

蘭
信
三
・
前
掲
書
（
注
２
）、
二
四
頁
。
木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
二
四
頁
。

（
５
） 

八
木
巌
・
前
掲
論
文
（
注
３
）、
二
三
～
二
四
頁
。
中
国
「
残
留
邦
人
」
の
形

成
経
緯
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
南
誠
「『
中
国
帰
国
者
』
の
歴
史
的
形
成
に
関

す
る
一
考
察
：『
中
国
残
留
日
本
人
』
の
残
留
と
帰
国
を
め
ぐ
っ
て
」
蘭
信
三

『「
中
国
帰
国
者
」
の
社
会
的
適
応
と
共
生
に
関
す
る
総
合
的
研
究
：「
中
国
帰
国

者
」
は
国
民
国
家
を
超
え
る
か
』
平
成
一
二
～
一
五
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研

究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
） （
１
）
中
間
報
告
書
、
八
四
～
一
六
一
頁
を
参
照
。

（
６
） 
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
援
護
」・
前
掲
厚
生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
注
３
）

（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
五
日
閲
覧
）。「
残
留
孤
児
」
と
「
残
留
婦
人
」
と
を
総
称

す
る
「
残
留
邦
人
」
と
い
う
用
語
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
が
用
い
、
中
曽
根

元
首
相
が
提
唱
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
残
留
」
と
い
う
言
葉
は
、

彼
ら
が
主
体
的
に
中
国
に
留
ま
っ
た
と
い
う
意
味
合
い
を
も
つ
が
、
し
か
し
、

い
わ
ゆ
る
「
残
留
邦
人
」
は
、
生
き
る
た
め
に
中
国
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
た
め
、
彼
ら
は
本
来
の
「
残
留
」
で
は
な
く
国
に

よ
っ
て
見
捨
て
ら
れ
た
「
棄
民
」
で
あ
り
、
日
本
政
府
に
よ
る
中
国
「
残
留
」

と
い
う
公
式
な
呼
び
方
は
、
彼
ら
の
「
残
留
」
に
至
る
経
緯
へ
の
責
任
を
逃
れ

る
よ
う
な
用
い
方
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
蘭
信
三
「
パ
ー
リ
ア
と
し
て
の

中
国
帰
国
者
」・
前
掲
書
（
注
２
）、
一
三
頁
を
参
照
。）。
ま
た
、
中
国
「
残
留

邦
人
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
中
国
残
留
日
本
人
」
と
い
う
用
語

も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
戦
中
ま
た
は
戦
後
に
日
本
国
に
遺
棄
さ
れ
た
「
棄
民
」

と
い
う
意
味
合
い
を
込
め
て
、
す
で
に
一
般
化
し
て
い
る
呼
び
名
で
あ
り
、
法

律
で
も
正
式
に
使
用
さ
れ
て
い
る
中
国
残
留
邦
人
等
に
「
」
を
つ
け
て
用
い
る
。

（
７
） 

日
ソ
開
戦
時
に
、
千
島
を
含
む
樺
太
に
は
約
三
八
万
人
の
民
間
日
本
人
と
、

約
一
万
人
の
季
節
労
働
者
が
在
留
し
て
い
た
。
開
戦
時
の
老
幼
婦
女
子
等
の
北

海
道
へ
の
緊
急
疎
開
と
、
戦
後
の
集
団
引
き
揚
げ
が
一
九
五
九
年
ま
で
行
な
わ

れ
て
い
た
が
、
し
か
し
、
配
偶
者
の
国
籍
問
題
や
政
治
体
制
の
違
い
な
ど
が
妨

げ
と
な
っ
て
、
そ
の
後
も
樺
太
に
残
留
す
る
こ
と
と
な
っ
た
「
樺
太
等
残
留
邦

人
」
が
い
る
。「
中
国
残
留
邦
人
等
の
援
護
」・
前
掲
厚
生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
（
注
３
）、（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
五
日
閲
覧
）。

（
８
） 
「
中
国
残
留
日
本
人
孤
児
」
を
意
味
す
る
中
国
「
残
留
孤
児
」
の
呼
称
は
、
中

国
「
残
留
孤
児
」
が
訪
日
し
て
肉
親
を
探
し
身
元
を
確
認
す
る
調
査
が
始
ま
っ

て
間
も
な
い
当
時
、
調
査
の
取
材
を
行
な
っ
た
記
者
が
、「
孤
児
」
の
意
見
を
聞

い
た
上
で
、
新
聞
に
掲
載
し
た
の
が
最
初
で
あ
り
、
そ
の
後
、
こ
の
呼
び
名
が

定
着
し
て
い
る
（
木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
一
五
～
一
六
頁
）。
こ
の
中
国

一
四
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「
残
留
孤
児
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
、
ⅰ
）
敗
戦
の
困
難
状
況
下
と
は
い
え
、

国
の
「
遺
棄
」
責
任
を
「
残
留
」
と
い
う
あ
い
ま
い
な
言
葉
で
回
避
し
、
ま

た
、
ⅱ
）「
孤
児
」
と
い
う
言
葉
は
中
国
人
の
養
父
母
の
存
在
を
無
視
し
た
表
現

で
あ
る
と
批
判
し
、
民
族
や
国
籍
は
異
な
る
と
し
て
も
、
中
国
で
中
国
人
に

よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
長
年
生
活
し
て
き
た
な
か
で
、
思
考
様
式
か
ら
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
ま
で
中
国
人
同
様
に
生
き
て
き
た
こ
と
か
ら
、「
日
系
中
国
人
」
と
す
べ

き
と
の
意
見
が
あ
る
（「
残
留
孤
児
呼
称
は
『
日
系
中
国
人
』」
木
下
貴
雄
・
前
掲

書
（
注
１
）、
五
〇
～
五
二
頁
）。
帰
国
「
残
留
邦
人
」
が
も
つ
日
系
中
国
人
と

し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
は
、
上
記
の
主
張
に
一
理
あ
る
と
考
え
る

が
、
し
か
し
、「
日
系
中
国
人
」
と
い
う
用
語
で
は
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
が
も

つ
特
殊
な
歴
史
的
背
景
お
よ
び
境
遇
等
を
表
現
で
き
な
い
と
考
え
る
。
一
方

で
、「
孤
児
」
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
養
父
母
を
配
慮
し
な
い
言
い
方
で
あ
る
と

の
指
摘
に
は
、
賛
同
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
特
に
中
国
「
残
留
孤
児
」

と
中
国
「
残
留
婦
人
」
と
を
区
別
す
る
必
要
が
な
い
場
合
は
、
両
者
を
含
む
中

国
「
残
留
邦
人
」
の
用
語
を
用
い
る
。
し
か
し
、「
残
留
孤
児
」
の
境
遇
と
の
差

異
、
お
よ
び
帰
国
の
際
の
日
本
政
府
に
よ
る
対
応
の
差
異
な
ど
に
つ
い
て
検
討

す
る
際
に
は
、「
残
留
孤
児
」
と
区
別
す
る
形
と
し
て
の
中
国
「
残
留
婦
人
」
と

い
う
用
語
を
用
い
る
。

（
９
） 

厚
生
省
援
護
局
編
『
中
国
残
留
孤
児
：
こ
れ
ま
で
の
足
跡
と
こ
れ
か
ら
の
道

の
り
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
七
年
、
一
七
頁
。
一
三
歳
以
下
と
い
う
基
準

は
、
自
ら
意
思
判
断
が
で
き
な
い
年
齢
で
あ
る
こ
と
が
理
由
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
　 
） 
八
木
巌
「
中
国
帰
国
者
の
実
状
と
そ
の
背
景
」・
前
掲
書
（
注
３
）、
二
一
頁
。

１０
（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
二
八
～
二
九
頁
。

１１
（
　
） 
「
残
留
婦
人
」
と
し
て
い
る
の
は
、
成
人
し
た
残
留
邦
人
の
ほ
と
ん
ど
が
女
性

１２
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注

１
）、
五
三
頁
。

（
　
） 

蘭
信
三
・
前
掲
書
（
注
２
）、
二
〇
〇
〇
年
、
二
四
頁
。
木
下
貴
雄
・
前
掲
書

１３
（
注
１
）、
七
三
頁
。

（
　
） 

そ
の
多
く
は
開
拓
員
の
妻
や
娘
と
し
て
旧
満
州
に
渡
っ
て
い
る
が
、
旧
満
州

１４
に
あ
っ
た
会
社
や
学
校
、
病
院
な
ど
に
就
職
す
る
た
め
ま
た
は
夫
や
父
の
転
勤

に
よ
り
満
州
の
地
を
踏
む
例
、
軍
人
の
妻
と
し
て
、
ま
た
は
満
蒙
開
拓
青
少
年

義
勇
軍
の
青
年
た
ち
の
妻
と
し
て
満
州
へ
渡
っ
た
例
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
時

津
倫
子
「『
中
国
残
留
婦
人
』
の
生
活
世
界
」、
蘭
信
三
・
前
掲
書
（
注
２
）、
二

四
頁
。
木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
四
九
～
七
六
頁
。

（
　
） 

八
木
巌
・
前
掲
論
文
（
注
３
）、
二
一
頁
。

１５
（
　
） 

蘭
信
三
「
パ
ー
リ
ア
と
し
て
の
中
国
帰
国
者
」
蘭
信
三
・
前
掲
書
（
注
２
）、

１６
二
頁
。
終
戦
直
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
主
導
で
行
な
っ
た
中
国
大
陸
か
ら
の
邦
人
の
集

団
引
揚
げ
に
よ
り
、
一
九
四
六
年
五
月
か
ら
一
九
四
八
年
八
月
ま
で
一
〇
四
万

人
余
り
の
日
本
人
が
日
本
本
土
へ
帰
還
し
た
（
い
わ
ゆ
る
前
期
引
揚
げ
）。
ま
た

そ
の
後
、
中
国
紅
十
字
会
お
よ
び
日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
て
の
民
間
協
力
に
よ

り
、
一
九
五
三
年
三
月
か
ら
一
九
六
八
年
七
月
ま
で
の
間
、
三
万
二
五
〇
〇
人

余
り
の
日
本
人
が
日
本
本
土
へ
の
帰
還
を
果
た
し
た
（
い
わ
ゆ
る
後
期
引
揚

げ
）。
本
稿
が
対
象
と
す
る
中
国
「
残
留
邦
人
」
お
よ
び
中
国
帰
国
者
は
、
こ
う

し
た
集
団
引
揚
げ
に
よ
り
日
本
へ
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
た
ち
で

あ
る
。

（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
三
八
～
四
〇
頁
。

１７
（
　
） 

入
管
法
上
の
身
元
保
証
人
の
義
務
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
必
要
に
応
じ

１８
て
滞
在
費
お
よ
び
帰
国
旅
費
を
負
担
す
る
こ
と
、
②
本
邦
滞
在
中
、
日
本
法
令

を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
、
③
要
請
が
あ
る
場
合
に
は
、
本
邦
に
お
け
る
在
留
状
況

を
関
係
省
庁
に
遅
滞
な
く
報
告
す
る
こ
と
、
④
滞
在
日
程
の
変
更
の
都
度
、
あ

ら
か
じ
め
関
係
省
庁
へ
報
告
し
、
そ
の
際
の
指
導
事
項
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
、

⑤
入
国
目
的
以
外
の
活
動
を
行
な
わ
せ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
⑥
滞
在
期
間
内
に

一
四
三
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帰
国
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日
本
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課
題
（
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出
国
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
　
） 

中
国
「
残
留
孤
児
」
に
つ
い
て
は
一
九
八
九
年
、
中
国
「
残
留
婦
人
」
に
つ

１９
い
て
は
一
九
九
一
年
か
ら
、「
身
元
引
受
人
」
制
度
ま
た
は
「
特
別
身
元
引
受

人
」
制
度
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
三
八
～
四
二
頁
。

２０
（
　
） 

中
国
帰
国
者
支
援
に
関
す
る
検
討
会
「
中
国
帰
国
者
支
援
に
関
す
る
検
討
会

２１
報
告
書
」
二
〇
〇
〇
年
、（
別
紙
１
）。

（
　
） 

中
国
帰
国
者
支
援
に
関
す
る
検
討
会
・
前
掲
報
告
書
（
注
　
）、（
別
紙
２
）

２２

２１

（
　
） 
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
援
護
」・
前
掲
厚
生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
注
３
）、

２３
（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
五
日
閲
覧
）。

（
　
） 

訪
日
調
査
に
参
加
し
た
中
国
「
残
留
孤
児
」
は
二
一
三
三
人
、
そ
の
う
ち
身

２４
元
が
判
明
し
た
者
は
六
七
二
人
、
判
明
率
は
平
均
し
て
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
台
で

あ
る
。「
中
国
残
留
邦
人
等
の
援
護
」・
前
掲
厚
生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
注

３
）、（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
五
日
閲
覧
）。
一
九
八
一
年
か
ら
の
中
国
「
残
留
孤

児
」
の
訪
日
調
査
に
よ
る
身
元
判
明
率
に
つ
い
て
、
一
九
八
二
年
の
七
五
パ
ー

セ
ン
ト
が
最
高
で
あ
る
。
一
九
八
四
年
ま
で
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い

た
が
、
そ
の
後
は
減
少
す
る
一
方
で
あ
り
、
一
九
八
七
年
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト

を
切
っ
た
。
一
九
九
〇
年
に
は
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
に
再
上
昇
し
た
が
、
そ
の
後

は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
台
が
続
き
、
一
九
九
七
年
は
つ
い
に
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を

下
ま
わ
っ
た
。
木
下
貴
雄
、・
前
掲
書
（
注
１
）、
一
二
頁
。

（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
二
〇
〇
三
年
一
七
～
一
八
頁
。

２５
（
　
） 

時
津
倫
子
・
前
掲
論
文
（
注
　
）、
七
四
～
七
五
頁
。

２６

１４

（
　
） 

当
時
五
六
歳
か
ら
八
〇
歳
ま
で
の
中
国
「
残
留
婦
人
」
一
二
人
が
突
然
来
日

２７
し
て
、「
こ
れ
以
上
待
っ
て
い
て
は
生
き
て
い
る
う
ち
に
祖
国
に
帰
国
で
き
ま
せ

ん
。
中
国
で
は
ま
だ
二
〇
〇
〇
人
か
ら
の
仲
間
が
帰
国
で
き
ず
に
泣
い
て
い
ま

す
。
一
日
も
早
く
祖
国
へ
帰
る
喜
び
を
与
え
て
下
さ
い
」
と
い
う
内
容
の
陳
情

書
と
、「
細
川
総
理
様
、
私
た
ち
を
祖
国
で
死
な
せ
て
下
さ
い
。
中
国
残
留
婦

人
」
と
書
い
た
旗
を
持
っ
て
、
成
田
国
際
空
港
の
ロ
ビ
ー
で
一
晩
籠
城
し
た
こ

と
が
大
き
く
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
政
府
は
よ

う
や
く
中
国
「
残
留
婦
人
」
の
帰
国
支
援
を
講
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
木
下
貴

雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
一
六
～
一
八
頁
。

（
　
） 

時
津
倫
子
・
前
掲
論
文
（
注
　
）、
七
四
～
七
五
頁
。

２８

１４

（
　
） 

蘭
信
三
・
前
掲
論
文
（
注
４
）、
二
四
頁
。

２９
（
　
） 

中
国
「
残
留
婦
人
」
が
女
性
を
指
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
国
「
残
留
男

３０
子
」
は
、
敗
戦
当
時
一
三
歳
以
上
で
そ
れ
以
降
中
国
に
残
留
す
る
こ
と
と
な
っ

た
日
本
人
男
性
を
指
し
て
い
る
。

（
　
） 

た
と
え
ば
、
中
国
帰
国
者
に
か
か
る
登
録
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
法
務
省

３１
入
国
管
理
局
登
録
課
長
が
都
道
府
県
外
国
人
登
録
事
務
主
管
部
長
に
対
し
て
、
中

国
旅
券
入
国
者
は
外
国
人
と
し
て
扱
い
、
渡
航
証
明
書
所
持
者
同
様
で
あ
り
、
外

国
人
登
録
も
必
要
で
あ
る
と
指
示
し
て
い
る
（
昭
和
五
七
年
一
月
二
三
日
・
法
務
省

管
登
八
二
六
（
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
二
日
管
登
九
六
六
〇
改
正
））。

（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
四
四
頁
、
五
四
頁
。

３２
（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
四
四
頁
。

３３
（
　
） 

判
例
時
報
一
九
六
八
号
一
八
頁
。
中
国
「
残
留
邦
人
」
国
家
賠
償
訴
訟
で

３４
は
、
原
告
で
あ
る
中
国
「
残
留
邦
人
」
た
ち
は
国
を
被
告
と
し
て
、（
ア
）
旧
満

州
に
居
住
し
た
民
間
人
を
置
き
去
り
に
し
、
長
期
間
放
置
す
る
と
と
も
に
、
日

中
国
交
正
常
化
後
も
速
や
か
に
帰
国
支
援
策
を
と
る
こ
と
を
怠
っ
た
、（
イ
）
帰

国
す
る
際
、
入
管
法
上
の
身
元
保
証
人
を
要
求
す
る
等
、
帰
国
妨
害
を
行
な
っ

た
、（
ウ
）
帰
国
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
十
分
な
定
着
お
よ
び
自
立
支
援
措
置
の

実
行
を
怠
っ
た
と
し
て
、
精
神
的
損
害
等
に
対
す
る
賠
償
を
求
め
た
も
の
で
あ

る
。
本
判
決
の
後
、
高
知
地
方
裁
判
所
平
成
一
九
年
六
月
一
五
日
判
決
（
判
例

集
等
未
掲
載
）
は
、
時
効
を
理
由
と
し
て
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
し
か
し
、
被

一
四
四

筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）



告
国
に
早
期
帰
国
実
現
義
務
が
あ
っ
た
こ
と
、
被
告
国
は
そ
の
義
務
に
違
反
し

た
こ
と
、
そ
の
義
務
違
反
に
よ
っ
て
原
告
ら
の
帰
国
が
遅
れ
た
こ
と
、
そ
し

て
、
被
告
が
原
告
ら
を
外
国
人
扱
い
し
た
の
は
違
法
で
あ
る
こ
と
、
を
認
め
た
。

（
　
） 

た
と
え
ば
、
中
国
「
残
留
邦
人
」
が
提
起
し
た
国
家
賠
償
訴
訟
に
関
す
る
初

３５
め
て
の
判
決
で
あ
る
大
阪
地
方
裁
判
所
平
成
一
七
年
七
月
六
日
判
決
（
判
例
タ

イ
ム
ズ
一
二
〇
二
号
一
二
五
頁
）、
そ
の
後
の
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
一
八
年
二

月
一
五
日
判
決
（
判
例
時
報
一
九
二
〇
号
四
五
頁
）
は
、
い
ず
れ
も
原
告
の
請

求
を
退
け
て
い
る
。

（
　
） 

全
国
各
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
中
国
「
残
留
邦
人
」
に
よ
る
国
家
賠
償

３６
訴
訟
は
、
原
告
側
が
後
述
す
る
「
中
国
残
留
邦
人
に
対
す
る
新
た
な
支
援
策
」

の
受
入
れ
に
よ
り
、
解
決
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。 

（
　
） 

国
家
は
、
原
則
と
し
て
、
外
国
人
の
自
国
へ
の
入
国
お
よ
び
滞
在
を
自
由
に

３７
決
定
で
き
る
が
、
し
か
し
、
自
国
民
の
自
国
の
領
域
内
へ
の
入
国
を
認
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
自
国
へ
戻
る
権
利
は
、
世
界
人
権
宣
言
第
一
三
条

二
項
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
第
一
二
条
四
項
に
お
い

て
保
障
さ
れ
て
い
る
。

（
　
） 

国
籍
を
も
つ
こ
と
が
人
権
で
あ
る
こ
と
は
、
世
界
人
権
宣
言
（
第
一
五
条
）

３８
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
際
条
約
お
よ
び
地
域
的
条
約
で
確
認
さ
れ
て
お

り
、
国
籍
を
取
得
す
る
権
利
や
国
籍
を
変
更
す
る
権
利
と
と
も
に
、
国
籍
の
維

持
ま
た
は
回
復
も
人
権
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
籍
と
人
権
に
つ
い
て
は
、

拙
稿
「
無
国
籍
者
の
発
生
防
止
と
権
利
保
護
に
関
す
る
一
考
察
」
ア
ジ
ア
女
性

法
学
第
九
号
、
ア
ジ
ア
女
性
法
学
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
、
二
三
二
～
二
三
五

頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
　
） 

中
国
「
残
留
邦
人
」
お
よ
び
そ
の
家
族
の
国
籍
問
題
な
い
し
法
的
地
位
問
題

３９
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
、
紙
面
の
制
限
に
よ
り
現
状
に
つ
い
て
ま
と
め
、
検
討

に
つ
い
て
は
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
。

（
　
） 
「
中
国
帰
国
者
」
の
日
本
に
お
け
る
異
文
化
適
応
上
の
精
神
的
問
題
に
つ
い
て

４０
は
、
精
神
医
学
的
見
地
か
ら
実
践
的
か
つ
学
術
的
に
研
究
し
、
日
本
の
援
助
体

制
の
諸
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
、
江
畑
敬
介
・
曽
文
星
・
箕
口
雅
博
・
前
掲
書

（
注
３
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
　
） 

こ
う
し
た
中
国
帰
国
者
が
日
本
社
会
で
の
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
た
め
の

４１
支
援
を
行
な
う
セ
ン
タ
ー
は
、
新
た
な
中
国
帰
国
者
の
減
少
に
と
も
な
っ
て
各

地
で
閉
鎖
し
、
二
〇
〇
七
年
七
月
現
在
、「
中
国
帰
国
者
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー
」

は
全
国
で
二
箇
所
、「
中
国
帰
国
者
自
立
研
修
セ
ン
タ
ー
」
は
全
国
で
一
二
箇
所

あ
る
。
な
お
、「
中
国
帰
国
者
支
援
・
交
流
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
全
国
で

五
箇
所
あ
る
。

（
　
） 

厚
生
労
働
省
に
よ
る
平
成
一
二
年
度
お
よ
び
平
成
一
五
年
度
の
「
中
国
帰
国

４２
者
生
活
実
態
調
査
」
は
と
も
に
、
中
国
「
在
留
邦
人
」
と
そ
の
配
偶
者
、
国
費

に
よ
っ
て
来
日
し
た
同
伴
家
族
を
対
象
と
し
て
い
る
。
現
時
点
で
、
同
伴
家
族

と
呼
び
寄
せ
家
族
と
の
日
本
語
の
習
得
の
違
い
に
関
す
る
資
料
は
な
い
。

（
　
） 

中
国
帰
国
者
支
援
に
関
す
る
検
討
会
・
前
掲
報
告
書
（
注
　
）。

４３

２１

（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
七
五
頁
。

４４
（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
七
六
頁
。

４５
（
　
） 

こ
れ
は
、
二
〇
〇
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
帰
国
者
本

４６
人
の
う
ち
、
中
国
帰
国
者
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー
に
入
所
中
の
者
お
よ
び
永
住
帰

国
後
に
死
亡
し
た
者
等
を
除
い
た
五
二
〇
八
人
を
対
象
に
、
二
〇
〇
三
年
四
月

一
日
を
基
準
日
と
し
て
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
二
〇
日
か
ら
二
〇
〇
四
年
三
月

三
一
日
の
期
間
中
に
実
施
し
た
調
査
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
四
〇
九
四
人
か
ら

回
答
を
得
て
お
り
、
回
答
率
は
七
八
． 六
％
で
あ
る
。

（
　
） 

平
成
一
五
年
中
国
帰
国
者
生
活
実
態
調
査
結
果
の
グ
ラ
フ
一
九
「
生
活
保
護

４７
の
受
給
状
況
」
を
参
照
。

（
　
） 

平
成
一
五
年
中
国
帰
国
者
生
活
実
態
調
査
結
果
の
グ
ラ
フ
二
〇
「
年
齢
別
生

４８

一
四
五

中
国
帰
国
者
の
日
本
社
会
へ
の
定
着
支
援
の
現
状
と
課
題
（
付
）



活
保
護
の
受
給
状
況
」
を
参
照
。

（
　
） 

平
成
一
五
年
中
国
帰
国
者
生
活
実
態
調
査
結
果
の
グ
ラ
フ
二
二
「
就
労
の
有

４９
無
別
生
活
保
護
の
受
給
状
況
」
で
は
、
現
在
就
労
し
て
い
る
者
の
受
給
率
が 

一
〇
． 九
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
就
労
し
た
こ
と
が
な
い
者
の
受
給
率
は
七

九
． 五
％
で
あ
る
。
ま
た
、
以
前
就
労
し
て
い
た
者
の
四
九
． 二
％
が
生
活
保
護

を
受
け
て
お
り
、
失
業
等
に
よ
る
再
就
職
難
が
生
活
保
護
の
受
給
原
因
と
推
測

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
　
） 

平
成
一
五
年
中
国
帰
国
者
生
活
実
態
調
査
結
果
の
グ
ラ
フ
一
五
「
年
金
の
受

５０
給
状
況
」、
グ
ラ
フ
一
六
「
年
金
の
受
給
状
況
（
年
齢
別
）」
を
参
照
。

（
　
） 

平
成
一
五
年
中
国
帰
国
者
生
活
実
態
調
査
結
果
の
グ
ラ
フ
一
七
「
受
給
及
び

５１
加
入
中
の
年
金
種
別
」、
グ
ラ
フ
一
八
「
年
金
額
の
状
況
」
を
参
照
。

（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
七
六
～
七
七
頁
。

５２
（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
七
六
頁
。

５３
（
　
） 

厚
生
労
働
省
「
中
国
残
留
邦
人
へ
の
支
援
に
関
す
る
有
識
者
会
議
資
料
三
： 

５４
中
国
残
留
邦
人
の
現
状
と
意
見
」http://w

w
w.m
hlw.go.jp/shingi/2007/05

 
       
 
 
  
   
                     /s0517

      -   

3c.htm

      

l  
（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
五
日
閲
覧
）。

（
　
） 

厚
生
労
働
省
・
前
掲
資
料
（
注
　
）（
二
〇
〇
七
年
六
月
二
五
日
閲
覧
）。

５５

５４

（
　
） 

こ
の
中
国
「
残
留
邦
人
」
に
対
す
る
新
た
な
支
援
策
は
、
こ
れ
ま
で
の
中
国

５６
「
残
留
邦
人
」
に
対
す
る
施
策
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
て
、
新
た
な
支
援
策
を

講
じ
る
よ
う
に
と
い
う
安
倍
総
理
大
臣
か
ら
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
指
示
を
受

け
、
厚
生
労
働
省
が
主
催
し
た
五
回
に
わ
た
る
「
中
国
残
留
邦
人
へ
の
支
援
に

関
す
る
有
識
者
会
議
」
で
の
議
論
を
経
て
、
与
党
「
中
国
残
留
邦
人
支
援
に
関

す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
が
作
成
し
、
二
〇
〇
七
年
七
月
九
日
に
正
式
決

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
　
） 

マ
ス
コ
ミ
で
報
道
さ
れ
た
「
怒
羅
権
」
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
木
下
貴
雄
・
前

５７
掲
書
（
注
１
）、
七
六
～
七
七
頁
。

（
　
） 

一
九
九
二
年
に
施
行
さ
れ
た
「
日
本
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
国
籍
を

５８
離
脱
し
た
も
の
な
ど
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
別
法
」
に
よ
っ
て
、
日
本
の

旧
植
民
地
出
身
者
と
そ
の
子
孫
、
つ
ま
り
、
在
日
朝
鮮
・
韓
国
人
お
よ
び
台
湾
人

に
対
し
て
、
原
則
と
し
て
退
去
強
制
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）、
三
五
～
三
六
頁
。

５９
（
　
） 

木
下
貴
雄
・
前
掲
書
（
注
１
）
年
、
五
六
～
五
七
頁

６０
（
　
） 

日
本
に
お
け
る
無
国
籍
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
拙
稿
・
前
掲
論
文

６１
（
注
　
）、
二
二
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

３８

〔
二
〇
〇
七
年
七
月
脱
稿
〕

（
ふ
う
・
ゆ
え
　
大
学
院
博
士
課
程
人
文
社
会
科
学
研
究
科
）

一
四
六

筑
波
法
政
第
四
十
三
号
（
二
〇
〇
七
）


